
教
育
委
員
会
制
度

改
革
に
対
す
る

市
長
の
考
え
は

2
0
2
5
年
を

見
据
え
た
行
政
運
営

教
育
委
員
会
制
度
改
革

に
つ
い
て

生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
に
つ
い
て

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害

対
策
基
本
法
に
つ
い
て

小井戸 真人 議員

岩垣 和彦 議員

公
共
イ
ン
フ
ラ
と
地
域

経
済
の
循
環

行
政
改
革
の
検
証
と
今

後
の
方
向
性

投
票
率
の
向
上
に
つ
い
て

10
年
後
の
人
口
は
8
0
，

9
5
9
人
と
推
計
さ
れ
、

団
塊
世
代
が
75
歳
を
迎
え

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が

顕
著
と
な
る
。

問
第
四
次
行
政
改
革
か
ら
、

公
の
施
設
の
指
定
管
理
・

譲
渡
・
廃
止
を
進
め
て
い

る
が
、
す
み
分
け
基
準
は
。

答
施
設
の
利
用
状
況
や
維

持
管
理
コ
ス
ト
、
複
合
化

の
可
能
性
な
ど
の
観
点
か

ら
施
設
評
価
の
基
準
づ
く

り
を
進
め
る
。

問
産
業
の
再
構
築
や
経
済

の
好
循
環
の
基
礎
づ
く
り

の
た
め
に
長
期
的
な
視
野

で
投
資
が
必
要
と
考
え
る

が
見
解
は
。

答
地
方
行
政
も
稼
ぐ
と
い

う
視
点
が
必
要
で
あ
り
、

景
気
・
環
境
・
文
化
の
資

源
を
活
か
し
不
易
流
行
の

問
高
山
・
国
府
バ
イ
パ
ス

の
開
通
に
よ
り
、
現
行
の

国
道
41
号
線
は
、
県
道
へ

移
管
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
国
府
地
区
の
下
水
道

問
飲
酒
が
引
き
起
こ
す

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
総

合
的
に
取
り
組
む
と
い
う

「
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害

対
策
基
本
法
」
が
制
定
さ

思
想
を
基
本
に
し
て
、
基

金
の
活
用
に
よ
る
投
資
や

フ
ァ
ン
ド
の
創
設
も
必
要

と
考
え
て
い
る
。

問
職
員
削
減
を
実
施
し
た

が
、
逆
に
嘱
託
職
員
が
増

加
し
て
い
る
。
雇
用
期
間

は
5
年
で
あ
る
が
、
労
働

者
派
遣
法
の
改
正
等
を
踏

ま
え
雇
用
期
間
を
延
長
す

る
考
え
は
。

答
今
後
の
人
口
減
少
か
ら

労
働
力
不
足
を
懸
念
す
る

が
、
今
年
の
応
募
状
況
は

30
名
の
募
集
に
1
3
5
名

の
申
込
み
が
あ
る
た
め
、

当
面
は
現
在
の
制
度
を
運

用
し
た
い
。

（
特
定
環
境
）
整
備
の
進

捗
と
今
後
の
整
備
計
画
は
。

答
平
成
25
年
度
末
の
国
府

地
域
の
進
捗
状
況
は
、
整

備
計
画
の
85
％
で
、
未
整

備
地
区
は
三
川
・
上
広
瀬

地
区
の
一
部
と
な
る
。
引

き
続
き
事
業
を
推
進
し
未

整
備
地
区
の
早
期
解
消
に

努
め
る
。

ま
た
、
三
川
・
上
広
瀬

地
区
の
管
き
ょ
の
一
部
が

宮
川
や
国
道
41
号
線
に
か

か
る
た
め
、
現
在
、
高
山

国
道
事
務
所
や
古
川
土
木

事
務
所
と
協
議
を
順
調
に

進
め
て
い
る
。

問
上
下
水
道
事
業
で
は
、

P
P
P
／
P
F
I
（
官
民

連
携
の
事
業
方
式
）
を
検

討
す
る
時
期
が
来
て
い
る

が
、
検
討
し
て
い
る
の
か
。

答
厚
労
省
か
ら
水
道
事
業

の
P
F
I
導
入
検
討
や
、

指
定
管
理
者
か
ら
提
案
が

示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の

研
究
課
題
と
捉
え
て
い
る
。

国
交
省
は
、
P
P
P
／
P

F
I
事
業
推
進
の
た
め
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
進

め
て
お
り
、
正
式
に
示
さ

れ
た
後
に
有
効
性
を
研
究

し
た
い
。

問
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
が
制
定
さ
れ
た
。
高
山

市
に
お
け
る
法
律
の
施
行

に
向
け
た
具
体
的
な
取
り

組
み
は
。

答
高
山
市
は
必
須
事
業
と

し
て
「
自
立
支
援
相
談
事

業
」、「
住
居
確
保
給
付
金
」

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
来
年
度
の
実
施
に

向
け
現
在
そ
の
方
法
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
。

ま
た
、
任
意
事
業
に
つ

い
て
は
生
活
困
窮
者
の
方

を
効
果
的
に
支
援
で
き
る

よ
う
、
実
施
の
要
否
を
含

め
、
有
効
な
方
法
を
検
討

し
て
い
る
。

問
高
山
市
に
お
け
る
世
代

別
投
票
率
を
把
握
し
て
い

る
か
。

答
高
山
市
で
は
西
投
票
区

に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て

い
る
。
若
年
層
の
投
票
率

が
低
い
こ
と
は
全
国
的
に

同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い

る
。

問
投
票
率
の
向
上
に
向
け

た
取
り
組
み
は
。

答
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

や
イ
ベ
ン
ト
会
場
な
ど
で

周
知
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

地
方
選
挙
で
も
解
禁
と
な

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
選
挙
運
動
制
度
に

問
国
が
す
す
め
よ
う
と
し

て
い
る
教
育
委
員
会
制
度

改
革
に
対
す
る
國
島
市
長

の
感
想
は
。

答
教
育
基
本
法
の
趣
旨
に

鑑
み
、
首
長
は
主
に
教
育

環
境
の
整
備
に
責
務
を
果

た
す
べ
き
で
あ
り
、
教
育

の
内
容
は
教
育
委
員
会
に

任
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

今
回
議
論
さ
れ
て
い
る

首
長
権
限
の
強
化
に
つ
い

て
は
否
定
的
な
考
え
方
で

あ
る
。

れ
た
。
高
山
市
は
ど
の
よ

う
に
取
り
組
ま
れ
る
か
。

答
今
後
2
年
以
内
に
策
定

さ
れ
る
国
の
基
本
計
画
や
、

県
が
策
定
す
る
推
進
計
画

に
基
づ
い
た
取
り
組
み
を

す
す
め
る
。

つ
い
て
も
積
極
的
に
P
R

を
行
い
、
投
票
率
の
向
上

に
つ
な
げ
た
い
。
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